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米国公衆衛生学教育協会(CEPH)の掲げる基本科目

参考：Council on Education for Public Health (CEPH)「ACCREDITATION
CRITERIA SCHOOLS OF PUBLIC HEALTH」
（https://media.ceph.org/documents/2021.Criteria.pdf）

Epidemiology

Biostatistics

Environmental Health Sciences

Social and Behavioral Sciences

Health Services Administration

米国公衆衛生学教育
協会(CEPH)の基準
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社会健康医学の
最先端を切り拓く

研究者

社会が必要とする
エビデンスの導出
とその社会実装を
通じて我が国や世
界の人々の健康に
貢献できる能力を
身につけた研究者
を育成

養成する人材像

■
アカデミアで社会
健康医学を考究す
るとともに、後進の
育成に携わる教育
研究者

■
国や地方自治体の
研究機関において
行政施策の立案に
必要なエビデンス
の導出や施策の社
会実装に資する研
究者

■
医療機関において
臨床医療に携わり
つつもその環境を
活かして最先端の
社会健康医学に取
り組む医師等に代
表される臨床研究
者

■
企 業 に お い て 臨
床・予防医療に資
する薬剤、製品、
サービスの開発と
社会実装に資する
研究者

キャリアパス

①
社会健康医学の専
門的学識を基盤に、
学術的課題を抽出
し、高い倫理観を
もってその解決の
た め の 研 究 を 立
案・遂行するととも
に、研究成果を広く
発信することで学
界の発展に貢献す
る能力を有するこ
と

ディプロマポリシー

②
社会健康医学の研
究成果を現実社会
における保健・医
療の最前線に実装
する方法や行政施
策に還元できる高
度な能力を身につ
けていること

③
社会健康医学の実
践や教育研究にお
いて、指導的・先導
的役割を果たす能
力と国際性を身に
つけていること

カリキュラムポリシー
アドミッションポリ

シー

社会健康医学に関
する一定の学識を
修得し、更なる学
問の追究を志す者

• 本学修士課程修
了者

• 社会健康医学に
関連する学術領
域の修士課程修
了者

• ６年制の教育課
程を修了した医
師等の専門職

想定する
学生像

アドミッションポリシー、カリキュラム・ポリシー、教育課程、ディプロマポリシーの対応関係図

①
社会健康医学の研
究遂行に必要な高
い倫理観、課題抽
出能力、研究計画
能力、論理的思考
能力を涵養する

②
社会健康医学の学
識・知見・研究成果
の社会実装や行政
施策への還元に必
要な洞察力、応用
実践力、指導力を
涵養する

③
関連する幅広い学
術領域の学識を基
本に、学際的・国
際的な視点から社
会健康医学学術領
域の発展に寄与す
る高度な専門性と
先導性を涵養する

①
健康と医療・環境
に対する高い関心
と探究心を有し、新
たな視点で課題を
抽出するとともにそ
の解決のために必
要な研究の立案と
遂行に意欲のある
者

②
社会健康医学の最
新の研究成果や知
見の社会実装化を
通して健康課題の
解決に取り組む意
欲のある者

③
社会健康医学の博
士前期課程（修士
課程）修了に相当
する学識及び語学
力をさらに向上さ
せ、研究やその成
果の実装化を介し
て学術領域の発展
に寄与する意欲の
ある者

④
授業科目に対
する取り組みや
学修成果の総
合判定、並びに
博士論文の最
終審査の評価
をもって社会健
康医学の学識
や研究遂行能
力 、 研 究 成 果
の 実 装 能 力 、
教育研究にお
ける指導的・先
導的能力を学
修成果として評
価する

研
究
力

実
装
力

先
導
力

基
礎
科
目

社
会
健
康
医
学
特
講

特
別
演
習
科
目

博
士
課
程
セ
ミ
ナ
ー

１

特
別
研
究
科
目

社
会
健
康
医
学
研
究

基
礎
科
目

社
会
健
康
医
学
特
講

特
別
演
習
科
目

博
士
課
程
セ
ミ
ナ
ー

２

特
別
演
習
科
目

博
士
課
程
セ
ミ
ナ
ー

３

教育課程
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月

研究指導

審査員（主査、副査）の決定

研究指導に関する学生と教員の最終面談入学・ガイダンス

社

会

健

康

医

学

研

究

履

修

推

奨

科

目

提出資格の審査

中間発表会の開催

単位認定、状況確認

研究指導

研究成果の発表

学位の授与

研究の
遂行

研究の
遂行

修了判定

博士論文の最終審査

博士論文
最終
審査会

博士論文
の審査申
請

研究指導

博士論文最終審査会の開催

研究計画の検討と精度向上

研究成果の発表 中間発表会の開催

単位認定、状況確認

博

士

課

程

セ

ミ

ナ
ー

１

社

会

健

康

医

学

特

講

指導教員の決定

研究課題・研究計画の錬成
研究課題の設定と研究計画の
錬成のための指導

副指導教員１ないし２名を指名

9

研究指導体制の決定

後
期

10

11

12

1

2

3

後
期

博

士

課

程

セ

ミ

ナ
ー

２

3
年
次

前
期

4

博

士

課

程

セ

ミ

ナ
ー

３

学

術

雑

誌

へ

の

研

究

論

文

投

稿

5

6

7

8

研

究

倫

理

審

査

の

申

請
（

適

時
）

5

6

7

8

9

11

12

1

2

1

2

3

２
年
次

前
期

4

１
年
次

前
期

3

10

6

7

8

9

11

12後
期

10

科目履修と研究指導のスケジュール
区 分 学 生 指導教員 教授会

4

5
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公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学研究倫理規程 

令和３年４月１日 規程第 38 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、静岡社会健康医学大学院大学（以下｢本学｣という。）にお

いて行う、人を直接対象とした研究、教育及び実践（以下「研究等」という。）

について、ヘルシンキ宣言（1964 年６月第 18 回世界医師会総会採択、その後

の世界医師会総会における修正を含む。）、人を対象とする生命科学・医学的

研究に関する倫理指針（令和３年文部科学省厚生労働省経済産業省告示第

１号）及び臨床研究に関するその他の指針及びガイドライン等の趣旨に沿っ

た倫理的配慮を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

（研究倫理の審査） 

第２条 研究等の実施計画及びその成果の公表予定の内容については、次の各

号に掲げる事項に留意し、審査を行うものとする。 

(1) 社会的学術的な意義を有する研究であること 

(2) 研究分野の特性に応じた科学的合理性があること 

(3) 研究により得られる利益が、研究対象者への負担や予測されるリスクを

上回ること 

(4) 事前に十分な説明が行われ、研究対象者の自由意思による同意が得られ

ること 

(5) 社会的に弱い立場にある者へ特別な配慮がなされること 

(6) 個人情報等が保護されること 

(7) 研究の質及び透明性が確保されること 

（研究倫理審査委員会の設置） 

第３条 前条の審査を行うため、静岡社会健康医学大学院大学学則第 14 条第１

項の規定に基づき、本学に、静岡社会健康医学大学院大学研究倫理審査委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（委員会の任務） 

第４条 委員会は、研究等の実施計画又はその成果の公表予定の内容の審査を

受けようとする者（以下「申請者」という。）から審査の申請があった場合、

研究等の計画の内容を審査する。 

２ 委員会は、審査の申請がない研究等の実施計画又はその成果の公表予定の

内容についても、必要と認めたときは、審査の申請を求めることができる。 

３ 委員会は、条件付承認に付された条件の履行状況を確認するものとする。

また、変更の勧告に係る措置状況等を審査するものとする。 
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（申請手続） 

第５条 申請者は、委員会が定める研究倫理審査申請書に必要事項を記入し、

関係資料を添えて、委員会委員長（以下、「委員長」という。）に提出しなけ

ればならない。 

２ 委員長は、前項の申請があったときは、委員会に諮り、審査結果を申請者

に通知する。 

（研究実施許可） 

第６条 承認の判定を受けた申請者は、審査結果及び提出した書類を学長に提

出し、本学における研究の実施について、許可を受けるものとする。 

（異議の申し立て） 

第７条 不承認の判定を受けた申請者は、審査結果に関する通知書の発行日か

ら 30 日以内に、委員長に異議申し立てをすることができる。 

２ 異議申し立てが行われたときは、委員長は再度委員会に諮る。 

３ 委員長は、再審査の結果を異議申立て者に通知する。 

（実施計画の変更） 

第８条 第６条又は第７条第３項の規定に基づき、承認の判定を受けた者（以

下「研究者」という。）が実施計画を変更しようとするときは、委員長に申請

しなければならない。 

（研究終了（中止）の報告） 

第９条 研究者は、研究を終了（中止）したときは、委員長に報告しなければ

ならない。 

（研究中止又は変更の勧告） 

第 10 条 研究者は、研究対象者に危険又は不利益が生じたときは、遅滞なく学

長及び委員長に報告しなければならない。 

２ 委員長は、前項の報告を受けたときは、当該研究計画の変更、中止に関し

て委員会に諮り、研究者に意見書を送付する。 

３ 学長は、第１項の報告を受けたときは、当該研究計画の変更、中止に関し

必要な事項を決定する。 

４ 学長は、研究対象者からの申し出等により倫理上問題があると認めた研究

について審査の有無に関わらず、中止又は変更を命令することができる。 

（研究の継続） 

第 11 条 研究者は、当初申請書の研究予定期間を越えて研究を行う場合は、研

究予定期間満了１ケ月前までに委員長に申請しなければならない。 

（研究倫理意識の向上） 

第 12 条 研究者は本規程の趣旨を十分遵守するため、常に研究倫理に関する意

識の向上に努めるとともに、学長は研究者が自己研鑽を図るため研修等を行
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う。 

（委員の守秘義務） 

第 13 条 委員会の委員は、審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関

する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてならない。委員

を退いた後も同様とする。 

（研究公表・出版の報告） 

第 14 条 研究者は、研究倫理審査の結果承認された研究について公表・出版し

たときは、研究倫理審査申請書のコピーと公表・出版物のコピーを委員長に

提出しなければならない。 

（雑則） 

第 15 条 この規程に定めるもののほか、研究倫理等に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 

（規程の改廃） 

第 16 条 この規程の改廃は、公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学理事会

の議決を経て行うものとする。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年２月４日から施行する。 
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公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学研究倫理審査委員会規程 

令和３年４月１日 規程第 60 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、静岡社会健康医学大学院大学研究倫理規程（令和３年規

程第 38 号）第３条第２項に基づき、静岡社会健康医学大学院大学研究倫理審

査委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副学長 

(2) 理事(総務担当) 

(3) 事務局長 

(4) 学内外の自然科学の有識者のうち学長から指名された者 ５名 

(5) 学内外の人文社会科学の有識者のうち学長から指名された者 ２名 

(6) 学外の一般の立場から意見を述べることができる者 若干名 

２ 前項第４号から第６号に掲げる者のうち学外の者は、学長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、第２条に定める委員の中から学長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務

を代行する。 

（会議） 

第４条 委員会は、次の各号のいずれにも該当する場合に成立することとする。 

(1) 自然科学の有識者、人文社会科学の有識者及び一般の立場から意見を

述べることができる者のそれぞれ１人以上の出席 

(2) 学外委員の２人以上の出席 

(3) 男女両性の委員の出席 

(4) ５人以上の委員の出席 

２ 前項の規定にかかわらず、審査が急を要する場合又は委員会が別に定める

事項については、委員長又は委員長が指名する委員が判定し、事後に委員会

に報告することができる。 

３ 委員会が必要と認めたときは、申請者は委員会に出席し、申請内容を説明

するとともに、意見を述べることができる。 
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４ 審査の判定は、次に掲げる表示により行う。 

(1) 承認 

(2) 条件付承認 

(3) 再提出 

(4) 不承認 

(5) 非該当 

(6) 既承認事項の取消し 

５ 審査の判定は、原則として出席者全員の合意によるものとする。ただし、

委員長が必要と認めたときは、３分の２以上の合意をもって判定することが

できる。 

６ 委員が、審査対象となる研究の研究者であるときは、当該委員は自らの研

究の審査に関与してはならない。ただし、委員会の求めに応じて会議に出席

し、説明することを妨げない。 

７ 委員会は原則として非公開とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、

委員会を公開することができる。 

（事前審査） 

第５条 委員会を円滑に進行させるため、審議の対象となる研究は事前審査に

付する。 

２ 委員長は、委員の中から事前審査を行う者を２名決定する。 

３ 事前審査を行った委員は、委員会において審議を行う前に、審査結果を文

書により委員長及び申請者に伝達する。 

（迅速審査） 

第６条 委員会は、次に掲げるいずれかに該当する審査について、迅速審査を

行うことができる。 

(1) 他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体

について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、その実施に

ついて適当である旨の意見を得ている場合の審査  

(2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査  

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査  

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査 

(5) その他、委員会が別に定める事項 

２ 委員長は、迅速審査を行う委員２名を指名し、審査を依頼する。その他の

審査手順は別に定める。 

３ 委員長は、迅速審査を行った場合には、その結果を次回開催する委員会で

報告する。 

（委員以外の者の出席） 
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第７条 委員会は委員長が必要と認めたときは、委員会の委員以外の者の出席

を得て、意見を求めることができる。 

（教育研究審議会への報告） 

第８条 委員長は、毎年度、委員会の審議内容について、報告書を作成し、３

月 31 日までに教育研究審議会に提出しなければならない。 

(教育及び研修) 

第９条 学長は、委員及びその事務に従事する者が審査及び関連する業務に関

する教育研究を受けることを確保するため必要な措置を講じ、かつ、自らも

教育研究を受けなければならない。 

２ 委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理

的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育研

修を受け、かつ、その後も適宜教育研修を受けなければならない。 

（規程の変更） 

第 10 条 この規程は、委員会において出席委員の３分の２以上の同意を得なけ

れば変更することはできない。 

（庶務） 

第 11 条 委員会の庶務は、教務課において処理する。 

（委任） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員会の決議により定める。 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学理事会

の議決を経て行うものとする。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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公衆衛生学コ ア領域の基本的知識の修得

疫学、 医療統計学、 環境健康科学、 行動医科学
ヘルスコ ミ ュ ニケーショ ン学、 健康管理・ 政策学

公衆衛生に関連する新し い学術分野の知識の修得

医療ビッ グデータ 、 ゲノ ム医学
講
義
・
演
習

研
究

高度医療専門職・ 健康づく り 実務者

社会健康医学の最先端の学識を 修得
研究遂行能力・ マネジメ ント 能力・ リ ーダーシッ プの涵養

社会健康医学特講・ 博士課程セミ ナー

世界最先端の
疫学研究・ 医療ビッ グデータ 研究・ ゲノ ム医学研究の実施

社会健康医学研究

• 社会健康医学に関する学術的研究
• 社会健康医学分野の課題解決に実践的に寄与する

研究やフ ィ ールド 調査

特別研究（ 課題研究・ 修士論文）

研究者

修士課程 博士後期課程

基礎と なる修士課程と の関係図

目
標

地域の保健・ 医療の高度化に資する人材育成 アカ デミ アや研究機関で最先端研究に取り 組む人材育成
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公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学職員就業規則 

令和３年４月１日 規則第 16 号 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 人事 

第１節 採用（第５条－第 11 条） 

第２節 評価（第 12 条） 

第３節 昇任及び降任等（第 13 条・第 14 条） 

第４節 異動（第 15 条・第 16 条） 

第５節 休職（第 17 条－第 20 条） 

第６節 退職及び解雇（第 21 条－第 30 条） 

第３章 給与及び退職手当（第 31 条・第 32 条） 

第４章 服務（第 33 条－第 36 条） 

第５章 勤務時間、休日及び休暇等（第 37 条） 

第６章 休業等（第 38 条－第 41 条） 

第７章 研修（第 42 条） 

第８章 賞罰（第 43 条－第 46 条） 

第９章 安全及び衛生（第 47 条－第 52 条） 

第 10 章 出張（第 53 条・第 54 条） 

第 11 章 災害補償（第 55 条） 

第 12 章 知的財産権（第 56 条） 

第 13 章 雑則（第 57 条・第 58 条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」と

いう｡）第 89 条の規定により、公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学（以

下「法人」という｡）に勤務する職員の労働条件及び服務規律その他就業に関

して必要な事項を定めることを目的とする。 

２ この規則及びこれに付随する諸規則に定めのない事項については、労基法

及び地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）その他関係法令の定める

ところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 
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(1) 職員 法人が使用する者をいう｡ 

(2) 教員 職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう｡ 

(3) 役員 理事長、副理事長、理事及び監事をいう｡ 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、職員に適用する。 

２ 公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学教員の任期に関する規程で定め

るところにより任期を付して雇用する教員及び公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学再雇用規程で定めるところにより雇用される者については、こ

れらの規程で定めるもののほか、この規則を適用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、静岡県その他の団体から派遣されて法人に常

時勤務する職員については、法人と当該団体との取り決めにおいて別段の定

めがある事項を除き、この規則を適用する。 

４ 期間を定めて雇用する職員（第２項に規定する職員及び第７条第１項に規

定する任期付職員を除く｡）については、公立大学法人静岡社会健康医学大学

院大学有期雇用職員就業規則の定めるところによる。 

（規則の遵守義務等） 

第４条 職員は、この規則及びこの規則に附属する規程を誠実に遵守し、法人

の秩序と服務規律を保持するよう努めなければならない。 

２ 法人は、この規則、この規則に附属する規程及び関係法令を遵守し、職員

の労働条件及び就業環境を改善するよう努めるものとする。 

３ 法人は、この規則、この規則に附属する規程及び労使協定（労基法及び関

係法令に基づき締結した協定をいう｡）について、職員に周知を図るものとす

る。 

４ 職員は、この規則を知らないことを理由として、その違反の責を免れるこ

とはできない。 

 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用） 

第５条 職員の採用は、競争試験又は選考による。 

２ 前項の採用にあたっては、任期を付す場合がある。 

（任期付教員の採用） 

第６条 前条第２項の規定に基づき、教員に任期を付して採用する場合は、公

立大学法人静岡社会健康医学大学院大学教員の任期に関する規程によるもの

とする。 

（任期付職員の採用） 
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第７条 法人の業務運営上特に必要と認められる場合は、第５条第２項の規定

に基づき、職員（教員を除く｡）に任期を付して採用することができる。 

２ 前項の任期は３年以内（労基法第 14 条第１項各号で定めるものについては

５年以内）とする。ただし、業務運営上特に必要と認められる場合は、１回

に限り再任することができる。 

３ 第１項に基づき採用する職員には、第 23 条第２項に定める定年を適用しな

い。 

４ 第１項に基づき採用する職員のうち、理事長が、第 24 条に基づき再雇用さ

れた職員に相当すると認めた場合には、公立大学法人静岡社会健康医学大学

院大学再雇用規程第３条から第９条までの規定を準用することができる。 

（クロスアポイントメント制度） 

第８条 教員は、法人以外の機関（以下「他機関」という｡）との協定に基づき、

法人の教員としての身分を保有したまま他機関の職員として雇用され、法人

及び他機関において、業務に従事すること（ただし、別に定める公立大学法

人静岡社会健康医学大学院大学職員兼業規程に定める兼業によるものは除く。

以下「クロスアポイントメント制度」という｡）ができるものとする。 

２ クロスアポイントメント制度については、別に定める公立大学法人静岡社

会健康医学大学院大学クロスアポイントメント制度に関する規則による。 

（労働条件の明示） 

第９条 職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の事項を

記載した文書を交付するものとする。 

(1) 労働契約の期間に関する事項 

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える勤務の有無、休憩時間、休

日並びに休暇に関する事項 

(4) 給与に関する事項 

(5) 退職に関する事項（解雇の事由を含む｡） 

（提出書類） 

第 10 条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類（採用される前に

既に提出している書類を除く｡）を速やかに提出しなければならない。ただし、

理事長が必要ないと認めた場合は一部を省略することができる。 

(1) 履歴書 

(2) 学歴及び資格に関する証明書 

(3) 住民票記載事項の証明書 

(4) 扶養親族等に関する書類 

(5) 誓約書 
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(6) その他法人において必要と認める書類 

２ 前項各号の書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け

出なければならない。 

（試用期間） 

第 11 条 職員として採用された者には、採用の日から６月間の試用期間を設け

る。ただし、理事長が特に認める場合は、試用期間を短縮し、又は設けない

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認めるときは、試用期間の

開始後１年に達するまで試用期間を延長することができる。 

３ 理事長は、試用期間中又は試用期間満了時において職員として不適格と認

めた場合は、解雇することができる。 

４ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

第２節 評価 

（勤務評価） 

第 12 条 理事長は、職員の勤務実績について、評価を実施する。 

 

第３節 昇任及び降任等 

（昇任） 

第 13 条 職員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。 

（降任等） 

第 14 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれ

を降任することができる。 

(1) 勤務実績が良くない場合 

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

(3) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた

場合 

２ 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを降

給することができる。 

(1) 勤務実績が良くない場合 

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

３ 第１項及び前項の規定により降任又は降給を行う場合は、弁明の機会を与

えるものとする。 

 

第４節 異動 
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（異動） 

第 15条 職員は、業務上の都合により配置換又は兼任を命ぜられることがある。 

２ 職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。 

（赴任） 

第 16 条 赴任（新たに採用された職員又は異動を命ぜられた職員が、住所又は

従前勤務していた事業場から、移転のため、新たに勤務すべき事業場に旅行

することをいう｡）の命令を受けた職員は、直ちに赴任しなければならない。

ただし、やむを得ない事情により直ちに赴任できないときは、その期間につ

いて理由を付して理事長の承認を得なければならない。 

 

第５節 休職 

（休職） 

第 17 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれ

を休職にすることができる。 

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたすと認められ

る場合 

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた

場合において、降任することが適当でないと認められる場合 

(4) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務

に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事

する場合 

(5) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務

と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合 

(6) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり、法人の業

務に相当期間就労できないと見込まれる場合 

(7) その他休職にすることが必要と認められる場合 

２ 第 11 条に定める試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。 

３ 休職者は、職員としての職を保有するが、職務に従事しない。 

４ 休職中の職員の給与については、別に定める公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学職員給与規程による。 

（休職期間） 

第 18 条 前条第１項第１号の休職期間は、休養を要する程度に応じ、同項第４

号から第７号の休職期間は必要に応じ、いずれも３年を超えない範囲内で理

事長が定める。この休職期間が３年に満たない場合においては、休職した日

から引き続き３年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。 
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２ 前条第１項第２号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 

３ 前条第１項第３号の休職期間は、１年を超えない範囲内で理事長が定める。 

（休職の手続） 

第 19 条 職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行う。 

２ 第 17 条第１項第１号の休職については、医師２人を指定してあらかじめ診

断を行わせなければならない。 

（復職） 

第 20 条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させる。た

だし、第 17 条第１項第１号の休職については、職員が休職期間の満了までに

復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職させ

る。 

２ 職員を復職させる場合には、原則として休職前の職務に復帰させる。ただ

し、心身の状態その他の事情を考慮して、他の職務に復帰させることがある。 

 

第６節 退職及び解雇 

（退職） 

第 21 条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める

日をもって退職とし、職員としての身分を失う。 

(1) 自己都合による退職を申し出たとき 法人が承認する日 

(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後における最初の３月 31 日 

(3) 期間を定めて雇用されている場合で、その期間が満了したとき（再任さ

れる場合を除く。） 満了日 

(4) 死亡したとき 死亡日 

(5) 法人の役員に就任したとき 就任日の前日 

(6) 第 17 条第１項第６号に掲げる事由により休職をした者について、第 18

条に定める休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお休職事由が消

滅していないとき 満了日 

２ 前項第５号の場合において、理事長が特に認めるときは、退職としないこ

とができる。 

（自己都合による退職手続き） 

第 22 条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する

日の 30 日前までに、文書により理事長に申し出なければならない。ただし、

やむを得ない事由がある場合は、14 日前までの申し出を認める。 

２ 職員は、退職を申し出ても、退職するまでの間は従来の職務に従事しなけ

ればならない。 

（定年） 
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第 23 条 教員の定年は 65 歳とする。 

２ 前項に定める職員以外の職員の定年は、60 歳とする。 

３ 理事長は、教育研究上特別の必要がある場合は、第１項に規定する定年を

超えて教員を勤務させ、又は第１項に規定する定年を超える教員を新たに採

用することができる。 

（再雇用） 

第 24 条 前条第２項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを

本人が希望し、第 21 条又は第 25 条に該当する事由のない職員については、

65 歳まで再雇用する。 

２ 第１項の規定により採用された者の任期については、更新することができ

る。ただし、その更新した任期の末日は、その者が 65 歳に達する年度の最終

日とする。 

（解雇） 

第 25 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合（刑の執行が猶予され、その猶予期間中

の場合を除く｡） 

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合 

２ 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇すること

ができる。 

(1) 勤務実績が著しく不良である場合 

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えな

い場合 

(3) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を著しく欠く場合 

(4) 第 17 条第１項に掲げる事由により休職をした者について、第 18 条に定

める休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお休職事由が消滅して

いない場合 

(5) 第 44 条第２項第４号に規定する懲戒解雇に該当する事実があると認め

られる場合 

(6) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた

場合 

(7) 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能とな

った場合 

３ 前項各号に掲げる事由により解雇を行う場合においては、第 14 条第３項の

規定を準用する。 

（解雇制限） 
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第 26 条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間にあっ

ては解雇しない。 

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後

30 日間。ただし、療養開始後３年を経過した日に地方公務員災害補償法（昭

和 42 年法律第 121 号。以下「地公災法」という｡）に基づく傷病補償年金

を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとな

った場合は、この限りでない。 

(2) 労基法第 65 条に定める産前産後の期間及びその後 30 日間 

２ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場

合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは、前項の規

定を適用しない。 

（解雇予告） 

第 27 条 職員を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に本人にその予告をする

か、又は平均賃金の 30 日分を支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

(1) 第 44 条第２項第４号の懲戒解雇の場合で所轄労働基準監督署長の認定

を受けたとき 

(2) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となっ

た場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき 

(3) 試用期間中の職員（14 日を超えて引き続き雇用される者を除く｡）を解

雇するとき 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがで

きる。 

（退職後の事務引継） 

第 28 条 職員が退職し又は解雇された場合は、法人が指定する日までに、指定

した者に業務の引継ぎをしなければならない。 

（退職後の責務） 

第 29 条 退職し又は解雇された者は、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはな

らない。 

２ 職員は、退職し、又は解雇された場合は、法人から貸与された物品その他

保管していた物品があるときは、速やかに返還しなければならない。 

３ 法人に債務のある場合は、退職又は解雇の日までに完済しなければならな

い。 

（退職証明書等の交付） 

第 30 条 退職し又は解雇された者から労基法第 22 条に定める証明書の請求が

あった場合は、遅滞なくこれを交付する。第 27 条第１項の規定により解雇の
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予告をされた者から、解雇の予告の日から解雇の日までの間において請求が

あった場合も、同様とする。 

２ 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。 

(1) 使用期間 

(2) 職務の種類 

(3) その事業における地位 

(4) 給与 

(5) 退職の事由 

３ 第１項の証明書には、前項各号に掲げる事項のうち、交付を請求した者が

請求した事項のみを証明するものとする。 

 

第３章 給与及び退職手当 

（給与） 

第 31 条 職員の給与については、別に定める公立大学法人静岡社会健康医学大

学院大学職員給与規程による。 

（退職手当） 

第 32 条 職員の退職手当については、別に定める公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学職員退職手当規程による。 

 

第４章 服務 

（遵守事項） 

第 33 条 職員は、地方独立行政法人法に定める公立大学法人の使命と業務の公

共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、法令、この規則及び附属規程その他の関係規程の定める場合を除

いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために

用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。ただ

し、理事長は、職員が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務に

専念する義務を免除することができる。 

(1) 研修を受ける場合 

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

(3) その他別に定める場合 

３ 職員は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 法令及び法人の諸規程を遵守するとともに、上司の指示及び命令に従い、

その職務を遂行すること。 

(2) 正当な理由なく欠勤するなど勤務を怠らないこと。 

(3) 法人の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員の職全体の不名誉とな

－設置等の趣旨（資料）－261－



るような行為を行わないこと。 

(4) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。 

(5) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いな

いこと。 

(6) 大学の敷地及び施設内（以下「大学内」という｡）で、喧騒、その他の

秩序・風紀を乱す行為をしないこと。 

(7) 理事長の許可なく、大学内で営利を目的とする金品の賃借及び物品の売

買を行わないこと。 

４ 法令に基づく証人又は鑑定人等として職務上の秘密に関する事項を発表す

る場合は、理事長の許可を受けなければならない。職員が退職し、又は解雇

された後においても同様とする。 

（倫理） 

第 34 条 職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。 

２ 職員の倫理については、別に定める公立大学法人静岡社会健康医学大学院

大学職員倫理規程による。 

（ハラスメントの防止等） 

第 35 条 ハラスメントの防止等に関する措置については、別に定める公立大学

法人静岡社会健康医学大学院大学ハラスメントの防止等に関する規程による。 

（兼業） 

第 36 条 職員は、法人の職務以外の他の業務に従事し、又は自ら事業を営もう

とする場合は理事長の許可を得なければならない。 

２ 職員の兼業等について必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健

康医学大学院大学職員兼業規程による。 

 

第５章 勤務時間、休日及び休暇等 

（勤務時間等） 

第 37 条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、別に定める公立大学法人

静岡社会健康医学大学院大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

による。 

 

第６章 休業等 

（育児休業等） 

第 38 条 職員のうち、３歳に満たない子の養育を必要とする者は、申し出によ

り育児休業を、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は、

申し出により育児部分休業（以下「育児休業等」という｡）をすることができ

る。 
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２ 職員が育児休業等の申し出をし、又は育児休業等をしたことを理由として、

解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 

３ 育児休業等に関し必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学職員の育児休業等に関する規程による。 

（介護休業等） 

第 39 条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、申し出により

介護休業又は介護部分休業若しくは介護時間休業（以下「介護休業等」とい

う｡）をすることができる。 

２ 職員が介護休業の申し出をし、又は介護休業をしたことを理由として、解

雇その他不利益な取扱をしてはならない。 

３ 介護休業等に関し必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学職員の介護休業等に関する規程による。 

（自己啓発等休業） 

第 40 条 職員は、大学に申し出て大学等における修学又は国際貢献活動のため

の休業（以下「自己啓発等休業」という｡）をすることができる。 

２ 自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健

康医学大学院大学職員の自己啓発等休業に関する規程による。 

（配偶者同行休業） 

第 41 条 職員は、業務において活躍することが期待される有為な職員の継続的

な勤務を促進するため、職員が、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にす

ることを可能とする休業（以下「配偶者同行休業」という｡）をすることがで

きる。 

２ 配偶者同行休業について必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会

健康医学大学院大学職員の配偶者同行休業に関する規程による。 

 

第７章 研修 

（研修） 

第 42 条 職員は、研修を命ぜられることがある。 

２ 職員は、研修を命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。 

３ 職員の研修に関し必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学職員研修規程による。 

 

第８章 賞罰 

（表彰） 

第 43 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。 

(1) 身の危険を顧みず職務を遂行した場合 
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(2) 職務に関し有益又は有利な研究、発明、発見をした場合 

(3) 特に重要な職務に関し、抜群の努力を致し成績顕著な場合 

(4) 職務に熟達し、長年にわたり、献身的努力をもって精励した場合 

(5) 職務上の成績が特に優秀な場合 

(6) その他表彰に値する業績があると認められる場合 

（懲戒） 

第 44 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒を行う。 

(1) この規則及び附属規程その他法人の定める諸規程に違反したとき 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき 

(4) 法令違反又は法人の職員としてふさわしくない非行があったとき 

(5) 重大な経歴詐称をしたとき 

(6) 前各号に準ずる不適切な行為があったとき 

２ 懲戒は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分に従って行

う。 

(1) 戒告 将来を戒める。 

(2) 減給 １回の額が労基法第 12 条に定める平均賃金の１日分の２分の１

を超えず、その総額が一給与支給期における給与の総額の 10 分の１を超え

ない額を給与から減ずる。 

(3) 停職 １日以上６月以下の期間出勤を停止し、職務に従事させず、その

間の給与は支給しない。 

(4) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長

の認定を受けたときは、労基法第 20条に定める解雇予告手当は支給しない。 

３ 第 14 条第３項の規定は、前項の懲戒を行う場合に準用する。 

（訓告等） 

第 45 条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持する必要が

あるときは、訓告又は厳重注意を行う。 

（損害賠償） 

第 46 条 職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、第 44

条第２項又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は

一部を賠償させることができる。 

 

第９章 安全及び衛生 

（安全、衛生の確保に関する措置） 

第 47 条 法人は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）及びその他の関係

法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講ずるものと
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する。 

（安全、衛生の確保に関する遵守事項） 

第 48 条 職員は法人が行う安全、衛生に関する教育及び訓練を受けなければな

らない。 

２ 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法及びその他の

関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、法人が行う安全、衛生に関す

る措置に協力しなければならない。 

（非常災害時の措置） 

第 49 条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれ

があることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡し

て、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければなら

ない。 

（健康診断） 

第 50 条 職員は、法人が毎年度定期又は臨時に行う健康診断を受けなければな

らない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果

を証明する書面を提出したときは、この限りでない。 

２ 理事長は、前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員

に就業の禁止、勤務時間の制限等の必要な措置を講ずる。 

３ 職員は、正当な理由なしに、前項の措置を拒んではならない。 

（就業の禁止） 

第 51 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止する

ものとする。ただし、第１号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合

は、この限りでない。 

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった場合 

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあ

るものにかかった場合 

(3) その他理事長が必要と認める場合 

２ 職員は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、そ

の指示に従わなければならない。 

３ 第１項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業

医その他専門の医師の意見を聞くものとする。 

（安全衛生に関する事項） 

第 52 条 第 47 条から前条までに定めるもののほか、職員の安全衛生について

必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学安全衛

生管理規程による。 
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第 10 章 出張 

（出張） 

第 53 条 理事長は、業務上必要がある場合には、職員に出張を命じることがで

きる。 

（旅費） 

第 54 条 職員が前条の規定による出張及び第 16 条の規定による赴任を命ぜら

れた場合に要する旅費については、別に定める公立大学法人静岡社会健康医

学大学院大学職員旅費規程による。 

 

第 11 章 災害補償 

（災害補償） 

第 55 条 職員の職務上の災害又は通勤途上における災害については、労基法及

び地公災法の定めるところにより、補償を行う。ただし、短時間勤務職員で

地公災法の適用とならない場合にあっては、労働者災害補償保険法（昭和 22

年法律第 50 号）の定めるところによる。 

 

第 12 章 知的財産権 

（知的財産権） 

第 56 条 知的財産権に関し必要な事項は、別に定める公立大学法人静岡社会健

康医学大学院大学職員の職務発明等に関する規程による。 

 

第 13 章 雑則 

（委任） 

第 57 条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。 

（規則の改廃） 

第 58 条 この規則の改廃は、公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学理事会

の議決を経て行うものとする。 

 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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静岡社会健康医学大学院大学諸室一覧

本館教育棟

（１階） （２階）

室名 面積(㎡） 室名 面積(㎡）

学生ホール 274.48 講義室1 104.94

図書館 226.40 講義室2 88.22

学習スペース 49.08 講義室3 66.48

ディスカッションルーム 41.40 演習室1 48.69

ラウンジ 56.45 演習室２ 53.73

学生更衣室(男) 24.34 演習室３ 51.21

学生更衣室(女) 38.03 演習室４ 51.21

事務会議室 90.49 小会議室 46.24

倉庫、WC、廊下　ほか 356.29 大教室・視聴覚室 191.67

１階　小計 1,156.96 ラウンジ2 83.91

リフレッシュコーナー 20.70

（屋上階） 倉庫、WC、廊下　ほか 408.68

室名 面積(㎡） ２階　小計 1,215.68

空調機械室、階段室 112.54

本館教育棟　計 2,485.18

機械棟 577.50

本館教育棟+機械棟　計 3,062.68

本館研究棟

（１階） （２階）

室名 面積(㎡） 室名 面積(㎡）

理事長兼学長室 37.50 教員室1 37.73

副理事長室 37.50 教員室2 13.63

理事室 37.50 教員室3 13.63

副学長室 39.44 教員室4 37.73

研究科長室 37.50 教員室5 37.73

事務室１ 77.14 教員室6 37.73

事務室2 78.81 教員室7 37.46

応接室 37.50 教員室8 37.73

秘書室・来客控室 36.27 教員室9 37.73

医務室 35.56 教員室10 37.73

職員休憩室 35.49 教員室11 13.63

特別会議室 114.13 教員室12 13.63

職員更衣室(男) 15.95 教員室13 37.73

職員更衣室(女) 18.48 教員室14 13.63

倉庫、WC、廊下　ほか 774.15 教員室15 13.63

１階　小計 1,412.92 院生室1 95.69

院生室2 77.39

非常勤講師控室 31.99

体力測定室 76.59

演習室兼ラーニングコモンズ1・2 51.05

研究打合室1 24.13

研究打合室2 43.70

研究事務室１ 24.40

ラウンジ1 50.65

倉庫、WC、廊下　ほか 567.19

２階　小計 1,463.86
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（３階） （４階）

室名 面積(㎡） 室名 面積(㎡）

教員室16 39.66 研究実験室1 168.03

教員室17 37.73 研究実験室２ 77.08

教員室18 35.88 共同実験室 76.26

教員室19 37.73 暗室 14.96

教員室20 37.73 培養室 35.45

教員室21 37.73 コールド室 17.92

教員室22 37.73 動物飼育室 31.43

教員室23 37.73 試料保管室1 59.87

教員室24 37.73 試料保管室2 37.73

教員室25 37.73 試料保管室3 37.73

教員室26 39.66 試料保管室4 34.84

教員室27 38.04 コホート研究事務室 50.95

教員室28 37.73 研究打合室４ 37.73

教員室29 37.46 ラウンジ 112.44

院生室3 54.84 サーバー室 23.08

防音室・機器操作室 52.79 倉庫、WC、廊下　ほか 575.84

共同研究室1・2 37.73 ４階　小計 1,391.34

演習室兼ラーニングコモンズ3・4 51.05

研究打合室３ 37.73 （５階）

研究事務室２ 24.40 室名 面積(㎡）

ラウンジ 50.65 倉庫、階段室　ほか 486.50

倉庫、WC、廊下　ほか 551.88

３階　小計 1,391.34 本館研究棟　計 6,145.96

校舎面積

棟名 面積(㎡）

本館教育棟・機械棟 3,062.68

本館研究棟 6,145.96
合計 9,208.64
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院生室見取図

■ワークステーション
収納力だけでなく研究に集中で
きる専用のスペースを確保
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学術雑誌（電子ジャーナル等）目録

No. 名称 タイトル数

1 Nature.com Complete 90

2 Oxford University Press, Medicine Collection 116

3 ClinicalKey 676

4 Willeyデータベースモデル 1500

5 AACR 8

6 メディカルオンライン 1438

7 ScienceDirect 4

　Evaluation and Program Planning

　Journal of Adolescent Health

　Journal of Health Economics

　Social Science & Medicine［Part A〜Fまで］

8 Ovid 19

　Circulation

　Epidemiology

　Journal of Hypertension

　Neurology

　Stroke

　Alzheimer Disease & Associated Disorders

　Circulation Research

　Cognitive & Behavioral Neurology

　Current Opinion in Oncology

　Current Opinion in Pediatrics

　Hypertension

　Journal of Urology

　Ear & Hearing

　Otology & Neurotology

　Journal of Clinical Oncology（5誌）

9 New England Journal of Medicine 1

10 BMJ 1

11 JAMA 1

12 Annals of Internal Medicine 1

13 American Journal of Public Health 1

14 Annual Review of Public Health 1

15 European Journal of Epidemiology 1

16 Journal of Epidemiology and Community Health 1

17 Statistical Methods in Medical Research 1

18 Biostatistics 1

19 Journal of Biopharmaceutical Statistics 1

20 Pier on line 癌と化学治療オンライン 1

21 医中誌Webアクセス 4922

22 Cochrane Library 1

23 Web of Science 1

24 JCR Web版(Impact Factor)／JournalCitationReports（JCR） 1

25 今日の診療WEB 1

26 Up To Date 1

合計 8790

和雑誌 6362

洋雑誌 2428

－設置等の趣旨（資料）－270－

資料19


	目次
	資料１（静岡県の健康寿命の延伸に向けた提言～社会健康医学の研究推進～）
	資料２（社会健康医学研究推進基本計画）
	資料３（静岡県立総合病院リサーチサポートセンターと連携した静岡県の社会健康医学研究）
	資料４（第３次ふじのくに健康増進計画本計画）
	資料５（第３次ふじのくに健康増進計画後期アクションプラン（抜粋））
	資料６（静岡県における健康寿命の延伸に係る主な取組状況）
	資料７（ふじのくに型人生区分）
	資料８（平成25年度静岡県における高齢者生活実態調査（第２期）報告書（抜粋））
	資料９（68 万人の特定健診結果から見る静岡県の健康課題）
	資料10（米国公衆衛生学教育協会（CEPH）の掲げる基本科目）
	資料11（アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、教育課程、ディプロマポリシーの対応関係図）
	資料12（科目履修と研究指導のスケジュール）
	資料13（公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学研究倫理規程）
	資料14（公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学研究倫理審査委員会規程）
	資料15（基礎となる修士課程との関係図）
	資料16（公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学職員就業規則）
	資料17（静岡社会健康医学大学院大学諸室一覧）
	資料18（院生室見取図）
	資料19（学術雑誌（電子ジャーナル等）目録）

